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この報告書について 

 

私たちは、互いに協力し合い、学び合い、自ら参加して村上市の豊かで美しく良好な

環境の保全及び創造に積極的に努めることを決意して、平成２１年４月１日に村上市環

境基本条例（平成２１年村上市条例第１１号）を制定しました。 

この報告書は、同条例第１０条の規定に基づき、年次ごとの環境の状況並びに環境の

保全及び創造に関する施策の実施状況等について公表するものです。 

村上市環境基本条例(抄) 

（年次報告） 

第10条 市長は、毎年、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関する施策の実施状

況等について、年次報告書を作成し、これを公表するものとする。 

 

 

【報告書の内容】 

・令和５年度の本市の環境の現状を分野ごとに報告します。 

・環境基本法（平成５年１１月１９日法律第９１号）第２条第３項で「典型七公害」と

される①大気の汚染 ②水質の汚濁 ③土壌の汚染 ④騒音 ⑤振動 ⑥地盤の沈

下 ⑦悪臭 のうち本市に事例のある公害の現状と対策を報告します。 

・啓発事業等環境保全および創造の取組状況について報告します。 
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第１章 環境の現状と対策 

 

第１節 大気汚染   

 

１ 大気汚染の現状 

 大気汚染は、大気中に汚染物質が持ち込まれる現象を指し、環境基本法第２条第３項に

規定された「典型七公害」（①大気の汚染 ②水質の汚濁 ③土壌の汚染 ④騒音 ⑤振

動 ⑥地盤の沈下 ⑦悪臭）の一つで、経済的、社会的活動によって大気が有害物質で汚

染され、人の健康や生活環境、動植物に悪影響を及ぼすことです。 

 大気汚染の原因となる主な物質は、浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）や二酸化窒素（窒素化合

物）、二酸化硫黄（硫黄酸化物）、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）、ダイオキシンやアスベ

ストなど多岐にわたっています。発生源は、自動車などの排出ガス、工場などからの排煙、

廃棄物の焼却排ガスなどです。 

 また、特定の地域や場所ではなく広く市内全域に関わる大気汚染が光化学スモッグ（オ

キシダント）とＰＭ２.５（微小粒子状物質）です。 

 光化学スモッグは、平成１９年に県内で初めて注意報が発令され、平成２９年５月３１

日には、新潟地域及び新発田地域に、令和元年５月２６日に新潟地域に予備情報の発令が

あり、翌５月２７日には新潟地域に注意報が発令され、県北地域である本市も注意報の発

令時に備えましたが、発令には至りませんでした。 

 ＰＭ２.５については、平成２６年２月２６日に新潟県から注意喚起が出されましたが、

その後予備情報や注意喚起の発令はありませんでした。ＰＭ２．５は、非常に小さい粒子

のため肺の奥深くに入りやすく、呼吸器系への影響に加え循環器系への影響が心配されま

す。 

 

＜令和５年度の村上市の状況＞ 

  光化学スモッグにかかる注意報の発令や、ＰＭ２.５にかかる注意喚起はありません

でした。 

 

２ 大気汚染対策 

 大気汚染に対応するため、新潟県では大気汚染常時監視テレメータシステムを用いて大

気汚染物質による環境の汚染状態や気象条件、大規模な工場における大気汚染物質の排出

濃度などの測定データを自動的に収集して大気の汚染状況を常時監視するとともに、収集

した各種の測定データを総合的に処理解析して汚染の防止に役立てています。 

 また、有害大気汚染物質についても調査を行い、長期的曝露による健康影響の未然防止
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に努めています。 

 光化学スモッグについて、県は状況により注意報を発令します。この発令地域は測定局

の位置や地形等を考慮して県内１３地域に区分されています。市では注意報の発令を受け、

学校や保育園等に屋内への避難などの注意を呼びかけします。 

 注意報が警報に切り替わる場合は、防災行政無線等でお知らせします。 

 ＰＭ２.５について、県は県内１５測定局の状況により全県を対象に注意喚起を行いま

す。市では注意喚起を受けて学校や保育園、市民に注意喚起を行います。 

 

 表１ 光化学スモッグ注意報等発令基準（新潟県ＨＰより一部抜粋） 

発令基準  注意報は、各地域にある測定点のうち、１つでも大気中におけるオキシ

ダント濃度が１時間値０.１２ppm以上である状況になり、気象条件からみ

て、その状態が継続すると認められたときに発令されます。ただし、地域

内に測定点がない地域については、周辺地域における測定点の状況により

発令を行います。 

解除基準  すべての測定点において、大気中におけるオキシダント濃度が１時間値

０.１２ppm未満であって、気象条件から見てその状態が悪化するおそれが

なくなった場合に解除されます。 

 

≪注意報などが発令されたら≫ 

 ○一般の皆様へ 

  ・屋外での激しい運動は避けましょう。 

  ・病弱な方、乳児、お年寄りの方はできるだけ外に出ないようにしましょう。 

  ・目やのどに刺激や痛みを感じた方は、洗顔やうがいをし、症状のひどい場合は医師

の手当てや指示を受けてください。 

  ・被害を受けた方は、最寄りの環境センター、保健所又は市町村の環境担当課へ状況

を申し出てください。 

 ○車をお持ちの皆様へ 

  ・不要、不急の自動車の使用を控えてください。 

 ○工場・事業者の皆様へ 

  ・工場等からの排ガスの発生、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の排出を抑えてください。 
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 ＰＭ２.５に係る注意喚起の実施基準（新潟県ＨＰより一部抜粋） 

発令基準  県内の測定局において、ＰＭ２.５濃度が、次のいずれかに該当する場

合、１日平均値が７０μg/ｍ3を超えると判断し、全県を対象に注意喚起を

行います。 

 (１) 午前中の早めの時間帯での判断 

   午前５時から７時の３時間平均で、１局でも８５μg/ｍ3を超えた場

合 → 午前８時までに注意喚起を実施します。 

 (２) 午後からの活動に備えた判断 

   午前５時から１２時の８時間平均で、１局でも８０μg/ｍ3を超えた

場合 → 午後１時までに注意喚起を実施します。 

解除基準  注意喚起は１日を単位とします。ただし、県内すべての測定局の１時間

値が２時間連続で５０μg/ｍ3以下に改善し、１日平均値が７０μg/ｍ3を

超えないと判断した場合、県は注意喚起を解除します。 

   

≪注意喚起が実施されたら≫ 

 ・屋外での長時間の激しい運動や外出はできるだけ減らしてください。外出する場合、

マスクの着用は一定の効果が期待できます。 

 ・屋内において換気や窓の開閉は最小限にしてください。 

 ・呼吸器疾患、循環器疾患のある方、小さな子供や高齢者は影響を受けやすいので、よ

り慎重に行動することが望まれます。 

 

◆新潟県における現在の大気環境速報値をこちらから確認できます。 

 http://www.niigata-kankyo.sakura.ne.jp/kanshi/realtime 
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第２節 良好な水質の確保 

 

１ 水環境の現状 

 本市は、広範囲な面積に大小多くの河川や水辺があり、市民の生活や産業面と密接に結

びついています。荒川をはじめとする市内の河川は、鮭や鮎などの漁業や水産資源を支え

るとともに、岩船米等農作物をはぐくむ農業用水として利用されています。このように、

本市の自然環境を代表する場所として、河川や水辺の環境はその景観や水質の保全が求め

られています。 

 また、飯豊朝日山系に源を発する本市は地下水が豊富で、古くから生活用水として利用

されてきました。現在も数多くの井戸が残り、清涼な水は日常生活で使用されています。

そのため、地下水汚染などに対する影響は人々の健康や生活に直接結びつくこととなり、

市民の水環境への関心は非常に高くなっています。 

 新潟県では、地域で親しまれている湧水や清流を「新潟県の名水」として選定しており、

本市では、吉祥清水、清流・荒川、ラジウム清水、四十手清水、鰈山清水、平林不動滝、

そして平成３０年度に新たに桃川のおたきさまが加わり、計７か所が選定されています。

このうち２か所は、環境省が「平成の名水百選」に選定（平成２０年）し、地域における

豊かな水環境の保全と活用を図る取組を進めています。 

 

＜令和５年度の水質汚濁等の状況＞ 

 油の流出事故などの異常水質事案が１０件あり、県、市環境課及び消防で原因の調査を

行い、原因者には再発防止の指導を行いました。 

 

２ 公共用水域、地下水等の水質検査の概要及び土壌汚染対策 

 公共用水域(注)及び地下水の水質検査等については合併前から各地区で監視を行ってい

る地点や項目を中心に河川水及び地下水等について、環境面からの調査と過去の汚染に対

する継続調査を行っており、調査項目は対象・目的によって異なります。 

 

＜令和５年度の水質の状況＞ 

①  河川等水質調査 

  水質汚濁の程度を示す代表的な指標であるＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）等に係る

注：公共用水域 

 河川、湖沼、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する主に給排水を

目的として造られる水路のうち小規模な溝状のもの、かんがい用水路やその他公共の用に

供される水路をいい、下水道を除き川や湖、海などがすべて公共用水域に該当します。 
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環境基準については、ほぼ環境基準ＡＡまたはＡ類型の基準値内にありきれいな川と

いえます。大腸菌数は、一部の河川は時期等で数値が高い状況にあります。水域や季

節、天候など、温度が高いと繁殖しやすく、また流量の変動によって菌の数に差がで

ます。 

  市内の代表する大川、三面川、荒川以外の比較的小さい河川については、流速や農業

排水、生活雑排水等が集まっていることに関係するところが大きいと考えられます。 

（調査データを７～１０ぺージに掲載） 

 

 ② 村上駅前周辺地下水継続監視調査 

  旧中外鉱業の重金属による地下水汚染について継続監視を行っています。家庭井戸３

地点、観測井戸２地点の合計５地点で亜鉛、カドミウム、鉛、ヒ素、フッ素、マンガ

ンを定点観測しています。数値はおおむね横ばい傾向ですが、引き続き監視を行いま

す。 

 

③ 瀬波地下水継続監視調査 

  日本化学工業跡地において、地下水フッ素汚染の継続監視を行っています。家庭井戸

２地点、観測井戸３地点の合計５地点を定点観測しています。値はおおむね横ばい傾

向ですが、引き続き監視を行います。 

 

 ④ 村上地区工業団地排水調査 

  村上地区（坪根）工業団地の排出水等について監視を行っています。令和５年度の調

査でもすべての検査項目が基準値内でしたが、引き続き監視を行います。 

 

 ⑤ 大場沢畜産団地影響調査 

  過去に大場沢畜産団地から山田川へ黒色のし尿系汚水が流出する事故が度々あったた

め、地下水を多く利用する四日市区住民からの要望により、一般細菌、大腸菌群等の

地下水への影響を継続調査しています。令和５年度の調査では検査項目はほぼ基準値

内でしたが、引き続き監視を行います。 

 

 ⑥ 緑町地下水汚染調査 

  クリーニング店用洗浄溶剤として利用されていたテトラクロロエチレンによる地下水

汚染の継続調査を実施しています。令和５年度の調査では検査項目がほぼ基準値内で

したが、引き続き監視を行います。 
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⑦ 朝日地区事業所排水路等水質調査 

  朝日地区住民から、河川や水田への影響に対し不安の声が大きい畜産事業所１２地点

及び１河川の水質（ｐＨ、ＢＯＤ、ＳＳ、大腸菌群数）について調査を実施していま

す。基準の目安となる水質汚濁防止法特定施設排水基準のおおむね基準値内でした。 

 

 ⑧ 朝日地区中原畜産施設に係る家庭井戸影響調査 

  平成２８年２月に自己破産した鶏舎において、糞の管理状況が悪いため、周辺集落の

個人井戸の地下水汚染状況を調査しましたが、影響があると考えられる大腸菌数、嫌

気性芽胞菌数とも検出しておりません。 

 

 

【参考】新潟県の土壌・地下水汚染対策（新潟県ＨＰから一部抜粋） 

近年、工場・事業場からの重金属、揮発性有機化合物等による土壌汚染の問題が顕

在化し、汚染事例の判明件数が増加する傾向にあります。 

 汚染土壌が砂ぼこりになって口や鼻から直接摂取されたり、汚染された地下水を飲

用することにより、健康に影響を及ぼすことも懸念されます。 

良好で安全な土壌・地下水環境を確保するためには、汚染の未然防止や早期発見に

努めることが重要です。 

 

 土壌・地下水は、いったん汚染されると汚染が長期化し、またその浄化対策も困難

なことから、未然防止対策が重要です。一方、汚染が判明した場合は、原因者や土地

の所有者等に対し対策措置を適切に講じるよう指導しています。 



【水質資料】

(１) 河川等水質調査結果（令和５年度）

山北地区

ＢＯＤ ＳＳ ＤＯ 大腸菌数

mg/l mg/l mg/l CFU/100ml

5月 7.6 0.5未満 11 11.0 4

7月 7.4 0.5未満 2 9.4 47

10月 7.5 0.6 1 9.6 21

1月 7.2 0.5未満 1未満 12.0 4

5月 7.5 0.7 37 11.0 23

7月 7.7 0.5未満 2 9.3 19

10月 7.4 0.5未満 4 9.2 19

1月 7.4 0.5未満 2 12.0 5

神林地区

ＢＯＤ ＳＳ ＤＯ 大腸菌数

mg/l mg/l mg/l CFU/100ml

5月 7.0 0.6 8 10.0 31

11月 6.9 0.5 7 11.0 48

5月 7.1 2.0 140 9.3 88

11月 6.7 1.1 20 10.0 64

5月 7.3 0.7 23 10.0 56

11月 7.1 0.7 7 11.0 100

5月 7.3 1.2 12 10.0 15 0.5未満

11月 7.2 0.9 4 11.0 75 0.5未満

5月 7.3 1.4 16 10.0 76

11月 6.7 0.7 6 10.0 350

5月 7.6 0.7 4 10.0 14

7月 7.2 0.5未満 15 9.5 92

9月 7.7 1.3 7 8.7 90

11月 7.2 0.6 2 11.0 33

1月 7.3 0.5未満 1 14.0 6

3月 7.2 0.5未満 4 13.0 10

荒川地区

ＢＯＤ ＳＳ ＤＯ 大腸菌数

mg/l mg/l mg/l CFU/100ml

5月 7.0 1.6 120 8.7 35

11月 6.8 1.0 6.8 10.0 440

河川名 地　点 月 ｐＨ

中継川 中継吊橋

勝木川 八 幡 橋

河川名 地　点 月 ｐＨ
ノルマルヘキ
サン抽出物質

mg/l

堀　川
平林浄化

センター前

笛吹川
小 口 川
畜舎脇橋

百　川
西神納地区

下水処理場前

新田川
歩道橋脇あさ
ぎり養鯉場前

山屋川 揚水機場前

石　川 潟 端 橋

河川名 地　点 月 ｐＨ

烏　川 金屋橋
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村上地区

ＢＯＤ ＳＳ ＤＯ 大腸菌数

mg/l mg/l mg/l CFU/100ml

5月 7.4 0.6 3 9.4 8

7月 7.2 0.5未満 10 9.1 25

9月 7.4 0.8 3 9.2 570

11月 7.2 0.8 2 11.0 310

1月 7.2 0.5未満 1 13.0 4

3月 7.2 0.5未満 1未満 13.0 5

5月 7.1 2.1 34 9.0 47

11月 6.8 0.8 4 11.0 130

5月 7.0 0.8 32 8.1 99

7月 6.9 0.5未満 23 7.9 230

9月 7.2 1.2 6 5.8 640

11月 6.9 0.9 18 9.8 1,000

1月 7.1 0.5未満 13 13.0 460

3月 6.8 0.5未満 9 11.0 71

上　　流 5月 7.1 0.9 2 10.0 64

下　　流 5月 7.1 0.7 3 10.0 69

大竜寺川特殊検査

ＢＯＤ ＳＳ ＤＯ 大腸菌数 全窒素 全りん

mg/l mg/l mg/l CFU/100ml mg/l mg/l

5月 7.2 2.3 9 11.0 66 1.5 0.160

11月 6.6 1.5 4 9.4 320 1.7 0.140

朝日地区

ＢＯＤ ＳＳ ＤＯ 大腸菌数

mg/l mg/l mg/l CFU/100ml

5月 7.5 0.7 2 9.7 210

7月 7.3 0.5未満 22 8.9 43

9月 8.8 0.9 4 12.0 51

11月 7.2 0.9 4 11.0 1,300

1月 7.1 0.5未満 5 14.0 20

3月 7.2 0.5未満 1未満 13.0 65

5月 7.4 1.0 7 11.0 18

7月 7.1 0.5未満 13 9.1 43

9月 7.7 0.8 2 9.2 17

11月 7.1 0.9 12 11.0 230

1月 7.2 0.5未満 9 13.0 13

3月 7.1 0.5未満 1 13.0 19

5月 7.4 0.8 6 11.0 9

7月 7.2 0.5未満 13 9.4 36

9月 7.5 0.6 2 9.1 10

11月 7.3 0.9 4 11.0 7

1月 7.2 0.5未満 3 13.0 2

3月 7.2 0.5未満 2 13.0 4

河川名 地　点 月 ｐＨ

門前川 坪 根 橋

山田川 山 田 橋

石　川 明 神 橋

小谷川

地　点 月 ｐＨ

排水機
場脇

河川名 地　点 月
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ｐＨ

高根川 高根川大橋

三面川 水 明 橋

三面川 布 部 橋



 
公共用水域の測定結果表(河川水質測定結果）  

ＢＯＤ ＳＳ ＤＯ 大腸菌数
mg/l mg/l mg/l CFU/100ml

4月 7.2 0.5 2 11.0 2
5月 7.4 0.6 1 10.0 12
6月 7.3 0.8 1 9.5 12
7月 7.5 0.9 12 9.3 250
8月 7.3 1 1 8.6 9
9月 7.3 0.8 1 9.1 36

10月 7.3 1.1 1 9.8 47
11月 7.3 0.9 1 11.0 13
12月 7.2 0.5 1 11.0 14
1月 7.2 1.3 7 12.0 7
2月 7.2 0.5 17 12.0 4
3月 7.3 0.6 1 12.0 4
4月 7.1 0.8 6 12.0
5月 7.3 1.2 3 1.2
6月 7.3 1.2 2 9.0
7月 7.3 0.8 11 9.2
8月 7.6 1.0 1 8.0
9月 7.6 1.1 2 8.2

10月 7.3 1.2 6 10.0
11月 7.3 1.1 3 11.0
12月 7.2 0.8 2 11.0
1月 7.1 1.3 3 11.0
2月 7.1 0.5 3 12.0
3月 7.0 1.2 5 12.0
4月 6.9 0.6 7 11.0 21
5月 7.1 1.3 4 10.0 39
6月 7.0 1.3 3 9.5 44
7月 7.0 0.8 6 8.9 49
8月 7.1 1.3 2 8.8 10
9月 7.0 1 2 8.9 79

10月 7.1 1.3 4 9.9 73
11月 7.0 0.9 3 10.0 66
12月 6.9 0.7 8 11.0 26
1月 7.2 1.4 7 12.0 42
2月 7.0 0.5 19 13.0 47
3月 6.9 2.5 2 12.0 37
4月 7.1 0.8 17 12.0 40
5月 7.3 1.8 15 10.0 83
6月 7.3 1.2 1 9.0 8
7月 7.1 0.8 2 8.7 50
8月 7.5 1.5 1 9.4 12
9月 7.1 0.9 1 9.5 45

10月 6.9 1.3 6 10.0 90
11月 6.7 1.2 3 11.0 54
12月 6.6 0.8 3 10.0 15
1月 7.0 1.4 24 12.0 25
2月 7.1 0.5 32 12.0 85
3月 7.1 1.6 4 11.0 16
8月 6.8 1.3 3 8.1
2月 6.7 2.1 5 10.0

(２) 新潟県が行った水質検査結果（令和５年度）

河川名 地　点 月 ｐＨ

大　　川 大 川 橋

大竜寺川 排水機場下流
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三 面 川 布 部 橋

三 面 川 瀬 波 橋

高 根 川 昭 和 橋



 

公共用水域の測定結果表(河川水質測定結果）  

ＢＯＤ ＳＳ ＤＯ 大腸菌数

mg/l mg/l mg/l CFU/100ml

4月 7.4 0.5 8 12.4 26

5月 7.1 0.6 3 10.7 65

6月 7.0 0.5 4 9.4 18

7月 7.1 0.5 7 8.8 58

8月 7.4 1.1 4 7.8 7

9月 7.2 1.4 7 7.4 240

10月 6.7 0.5 6 10.0 110

11月 6.7 0.6 4 11.4 65

12月 7.2 0.5 5 11.9 39

1月 6.9 0.9 8 13.1 43

2月 7.4 0.6 40 13.4 19

3月 7.5 0.9 3 12.9 37

4月 

5月 7.1 0.5 4 10.9

6月 

7月 

8月 7.8 1.1 2 8.6

9月 

10月 

11月 7.0 0.5 7 11.7

12月 

1月 

2月 7.4 0.7 46 13.2

3月 

4月 6.9 0.5 9 12.0

5月 7.3 0.5 3 10.9 52

6月 7.1 0.5 3 9.2

7月 6.9 0.7 9 8.9

8月 7.3 0.9 2 7.3 21

9月 7.1 1.5 8 7.5

10月 7.5 0.5 6 10.2

11月 7.0 0.5 7 11.6 78

12月 7.3 0.5 6 12.0

1月 6.6 0.7 8 13.5

2月 7.8 0.7 50 13.8 22

3月 7.4 0.8 5 12.9

(３) 北陸地方整備局が行った水質検査結果（令和５年度）

河川名 地　点 月 ｐＨ

荒　川 取 水 堰
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荒　川 荒 川 橋

荒　川 旭橋下流
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第３節 騒音・振動 

 

１ 騒音・振動の現状 

 騒音は好ましくない不快な音ということで、会話を妨げ、作業能率を低下させるなど社

会生活を阻害する音や、多数の人々に聴力低下、耳鳴り、頭痛、精神不安、不眠などの現

象を起こさせる音は、主観的な段階を離れて、社会的に規制すべき騒音であり、騒音規制

法により規制されています。 

 振動は、空気の振動を介して伝播する振動と土地の振動を介して伝播する振動が主なも

のです。前者の例としては、航空機による衝撃波がもたらす振動などが挙げられ、後者の

例としては、建設工事による土地の振動や重量車の通行による道路の振動を介しての振動

などが挙げられます。振動は、騒音を伴っている場合が多くなっています。騒音・振動の

発生源としては、工場、建設工事、道路における自動車の走行があります。 

 

２ 規制対象施設・基準 

 環境基本法では、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望まし

い基準を定めています。また騒音規制法、振動規制法及び新潟県生活環境の保全に関する

条例では対象施設や、規制基準により規制されています。 

（規制については４３ページから掲載） 

 騒音規制法では、法律の目的を工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴っ

て発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係

る許容限度を定めることなどにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資すること

としています。 

 また、振動規制法では、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生

する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請

の措置を定めることなどにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目

的としています。 

 

＜令和５年度の状況＞ 

 騒音・振動規制地域で行われる特定建設作業（バックホウやショベルローダー、掘削機

などを使用する工事）の届出については振動、騒音とも０件でした。 

 

３ 一般道路・高速自動車道の騒音･振動対策 

 平成２１年度、本市に高速自動車道が開通したことにより県内の高速自動車道に係

る交通公害対策について、県と関係市町村の連絡調整を密にし、公害防止対策の一層
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の推進を図るため設置された新潟県高速道路交通公害対策協議会に加入し、情報交換

等を行い高速自動車道交通公害対策に取り組んでいます。 

 なお、開通後、苦情が無いことなどから騒音等の調査は行っておりません。 

 

＜令和５年度の騒音調査の状況＞ 

 〇自動車交通騒音（面的評価） 村上市内 ２路線２区間 

  ・一般国道３４５号（緑町地内） 

  ・一般国道３４５号（瀬波上町地内） 

  ※環境基準の達成率は、昼間及び夜間ともすべて１００％で推移しています。 
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第４節 悪臭 

 

１ 悪臭の現状 

 悪臭による公害は、その不快な臭いにより生活環境を損ない、主に感覚的・心理的な被

害を与えるものであり、感覚公害という特性から住民の苦情や陳情という形で顕在化し、

汚染物質等の蓄積はないものの、意外なほど広範囲に被害が広がることも少なくありませ

ん。 

 しかし、嗅覚には個人差があり、その感度は年齢、性別、健康状態、喫煙の習慣などに

より影響されます。このため、特定の人には悪臭と感じられるが、他の人には感じないと

いったことが出てきます。また、悪臭は、風等に運ばれ、広範囲に拡散することがあるた

め、発生源の特定を難しくしている場合も少なくありません。さらに、公害苦情の特徴で

ある地域の人間関係など悪臭の程度とは無関係の要因も加わり、悪臭苦情の問題を複雑に

している例もあります。 

 悪臭防止行政がほかの公害防止行政と比べてその解決が著しく困難とされ、また、その

対応に長期間を要することが多いのも、上記のように種々の要因が絡んだ感覚公害である

ことが大きいと考えられます。 

 本市における悪臭の主要発生源は、畜産施設からのものになります。 

 

２ 悪臭の規制等 

 悪臭公害に対しては、昭和４６年に悪臭防止法が制定され、新潟県では、平成１６年４

月に悪臭防止法の臭気指数規制を導入しております。 

 不快なにおいにより市民の生活環境が損なわれることを防止するため、悪臭防止法に基

づき、規制地域内の事業活動に伴って発生する悪臭を規制しています。本市も村上、荒川

及び朝日地区に規制区域が設けられています。 

 本市で事例の多い畜舎による悪臭は、関係する事業所も複数点在していることなどから

対応が難しくなっていますが、発生する悪臭については、関係法令に基づき適正に管理が

行われるように規制区域内・外問わず、定期的に臭気測定を実施し指導するとともに、悪

臭防止対策の実施を行っております。 

 なお、畜舎環境の改善と悪臭の防止を目的に、一部の畜舎に対して県農業普及指導セン

ターや地元集落と連携して、年１回畜舎の視察を実施しています。 

（※悪臭に係る規制基準等は４８ページから掲載） 
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＜令和５年度の状況＞ 

 畜産施設の臭気対策として、１６施設の臭気測定を行っています。基準を超えている施

設については事業所へ文書を持参し、口頭による指導も行っています。 

また、村上地域、荒川地域、朝日地域においては、一部の事業者と集落と市の３者で

畜産施設の視察や懇談会を実施し、地元の声が直接事業者へ届く機会を作り、連携して対

策を行いました。 

 

第５節 その他の環境 

  

１ 衛生害虫・有害鳥獣 

 衛生害虫とは、人の衛生環境を悪化させ、人に直接被害を及ぼし、人や食品などに触れ

ることで不潔にし、場合によっては感染症の病原体を運び、多大な影響を与える昆虫やダ

ニ類をいいます。 

 有害鳥獣は、人間活動に害をもたらす動物一般を指し、家畜などの飼育動物以外はほと

んどがこれに含まれる可能性があります。 

 例年は６月から１０月にかけて、家の軒先や樹木についた蜂の巣や、ハクビシン等の被

害の相談が数件ありますが、最終的な駆除については、土地や施設等の管理者・所有者で

駆除を行っていただくようお願いしています。 

 また、新潟県では鳥獣被害対策の取組として、ツキノワグマ、イノシシ、サル、ニホン

ジカ及びカワウについて実態把握や被害防止対策などの取組を行っております。 

 

２ 不法投棄対策 

 大規模な不法投棄はないものの、小規模な不法投棄は続いています。道路脇へのごみの

ポイ捨については、環境教育の成果か以前と比較して大幅に数は減りましたが、見え難い

場所でのごみの散乱は、現在も続いています。 

 市では、ホームページや市報により広報をするとともに、不法投棄の絶えない場所に不

法投棄禁止看板を設置して啓発に努めています。 

 

３ 環境美化活動 

 環境美化活動は、町内・集落、団体、企業、学校などにより定期的に活発に海岸や河川

沿い、道路わき、林道沿いなど、さまざまな場所で実施されています。 

 市では、これらのボランティア環境美化活動に対しバイオマス成分を含んだ回収用ごみ

袋の無償配付や収集ごみの回収などの支援を行っており、一定の成果をあげています。 

 また例年、海水浴シーズン前の海岸清掃、荒川クリーン作戦、国道２９０号桃川地内の
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クリーン作戦、笹川流れクリーン作戦など地元の住民と一般ボランティア、関係機関等が

一緒になって実施する大規模な活動も実施されており、地域の環境美化、不法投棄防止に

大きな効果を上げています。令和２年度からコロナ禍の影響が続いてきた中で令和４年度

は大幅に増加しましたが、令和５年度はコロナ禍前の実績と同じくらいとなりました。 

＜令和５年度の状況＞ 

環境美化活動の実績 

  ・実施回数  ９６回     ・回収量   約２８，０３７ｋｇ 

・参加団体数 １９０団体   ・参加人員   １０，２８２人 

 

４ 資源ごみのリサイクル 

 平成２７年３月からの「エコパークむらかみ」（新ごみ処理場）の稼働に伴い、びんや

缶などの資源ごみのリサイクルのほかに、「エコパークむらかみ」（新ごみ処理場）で排

出した焼却灰で路盤材等へのリサイクルを行っています。 

 

＜令和５年度の取組状況＞ 

 平成３１年４月から、市内全域において、燃やすごみの収集回数を通年で週２回に統

一しました。また、その他のごみについても、月ごと、種類ごとの収集回数を、市内全

域で統一しました。 

 令和５年度においても、継続して収集を行い、統一後の収集体制が定着しています。 

 

収集品目及び収集回数 

２回／週    燃やすごみ  

１回／月    燃やさないごみ、びん、缶、新聞、雑がみ、ダンボール、ペットボトル  

３回／月    プラスチック容器包装  

１回／２月   有害ごみ  
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No 受理年月 地区 件　名　・　内　容 発生源 処理内容

不法投棄

山屋川にレジ袋に入っ
たゴミが複数捨てられ
ている。

悪臭

豚舎からの悪臭がひど
く窓を開けることがで
きないためエアコンが
必須となっている。集
落の住民が困ってい
る。

不法投棄

ＮＴＴビル付近の電柱
脇にゴミが捨てられて
いる。以前にも同じ場
所に捨てられていて二
回目なのでどうしたら
よいか。

悪臭

田んぼで燻炭をしてお
り、煙が家の中に入っ
てくるため戸を開ける
ことができない。
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4 令和５年１０月 村上 個人

近隣住民からの電話を受けて、市職
員が現地を確認。現地に管理者がい
たため事情を確認し苦情が来ている
ことも伝えた。雪が降るころまで燻
炭は行い、ほかにできる場所は無い
とのこと。

１　公害苦情の申立て概要

　公害苦情の申立て、匿名での苦情や情報提供はほぼ例年同様で、その苦情内容にも大きな変
化はありません。
　令和５年度の傾向としては、例年同様畜産系事業所による悪臭や、野焼きに関することが主
なものです。
　畜産による悪臭は、暑くなった時期の苦情が多く、関係する事業所も複数点在していること
などから対応が難しくなっています。個々の事業所にその都度、適正に管理が行われるよう指
導を行い、悪臭防止対策の意識向上と防止対策の取組の啓発を行っています。また、村上地
域、荒川地域、朝日地域においては、一部の事業者と集落と市の３者で畜産施設の視察や懇談
会を実施し、地元の声が直接事業者へ届く機会を作り、連携して対策を行っています。
　野焼きについても、例年市報等でも広報をしておりますが、農業の閑散期に入る秋に多くが
発生しています。通報を受け、現場を確認し、指導しています。臭いや煙などで生活環境上支
障があるケースであっても、一部例外で罰則の適用を受けないものもあるため、原因者と認識
の違いにより、対応が難しいケースもあります。

2 令和５年７月 荒川 事業所

発生源の事業者へ苦情の内容を伝え
る。８月末に事業者と近隣区長によ
る意見交換会を実施。１０月には豚
舎の視察を実施。

3 令和５年９月 村上 個人
町内で不法投棄を警告する看板を作
成のうえ設置し対応。また市からも
設置する看板を町内へお渡しした。

第６節　公害苦情処理事例

＜令和５年度の公害苦情事案の一例＞

1 令和５年４月 神林 個人
原因者の特定につながるものがあっ
たため管轄警察署に通報した。
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第２章 環境保全の取組 

 

１ 村上市環境基本条例 

 本市は環境から多くの恩恵を受け、先人のたゆみない努力により歴史と文化と産業のま

ちとして発展してきました。この良好で快適な環境を保全し、将来の世代に引き継いでい

くために、市では施策の基本となる事項を定める環境基本条例を制定しています。 

環境基本条例は、環境への取り組みに対する本市の基本姿勢を表わすもので、全ての

市民は健康で文化的な生活を営むために、良好で快適な環境の恵みを受ける権利を有し、

限りある環境を将来にわたって、守り、育み、さらに将来の世代へ引き継いでいく責務を

負っていること、施策の基本となる事項を定め、これに環境に関する施策を総合的かつ計

画的に推進し、現在及び将来にわたり市民の健康で文化的な生活が確保できるようにする

ことを定めています。 

今日の環境問題の多くは、事業者の事業活動だけでなく市民の日常生活等に伴って生

ずる環境への負荷の集積により発生するものも少なくありません。 

 このような問題の解決のためには市民一人ひとりが、日常生活において環境への負荷の

低減に努めるほか、環境を守り、育むことに積極的に努め、市が実施する環境に関する施

策に協力していただくことを定めています。 

 

２ 村上市環境審議会 

 環境基本条例第２４条の規定により、環境審議会が設置されています。この審議会では、

環境基本計画に関すること、環境の保全及び創造の基本的事項及び重要事項に関すること、

その他環境の保全及び創造に関し必要と認められる事項に関することのほか公害対策を含

めた環境対策全般について審議し、市長に意見を述べることができます。 

 審議会は、市民、学識経験者、関係行政機関の職員のうちから市長が委嘱する２０人ま

での委員をもって組織しています。 

 

３ 村上市環境基本計画・地球温暖化対策実行計画 

 本市における環境問題の解決や将来に向けた環境政策のさらなる推進を図るため、令和

３年３月に地球温暖化対策実行計画を包含した第２次村上市環境基本計画を策定しました。 

 なお、令和７年度に策定後の状況変化をふまえ見直し作業を行う予定です。 

 環境基本計画は、本市の環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るために策定するもので、この計画を着実に推進するため、平成２５年度に「環境基本計

画等進捗管理委員会」を、市内部には「庁内推進委員会」を設置し、計画の進行管理を行

っています。 
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４ 環境保全啓発事業の実施状況 

（１）環境フェスタ村上２０２３ 

  環境フェスタ村上は、村上市の先人から受け継がれた豊かな自然環境を将来世代に引

き継ぐため、市民団体・企業・学校・行政が連携して環境に対する取り組みや情報を

発信し、子供から大人まで楽しみながら環境について学び、行動につなげることを目

的に開催しました。コロナ禍や台風等の影響により、平成３０年度から開催できてい

なかったため、令和５年度は５年ぶりの開催となりました。 

＜令和５年度の状況＞ 

①開催日 令和５年１０月２１日（土）午前９時～午後３時 

②会場  村上市民ふれあいセンター 

③入場者数 400人 

 

（２）にいがた緑の陣（グリーンカーテン普及事業） 

  地球温暖化防止活動の一環として、新潟県地球温暖化防止活動推進センターが実施す

るグリーンカーテン普及事業「にいがた緑の陣」に参加しました。 

村上市地球環境を守る会の協力の下、マナボーテ村上と道の駅朝日でゴーヤのグリ

ーンカーテンの普及活動を行い市民に広く周知しました。 

 

（３）出前講座 

   市民団体や小中学校との連携を図りながら、市が計画する出前講座の制度を活用して、 

環境学習を推進しています。 

＜令和５年度の状況＞ 

・「めざせごみの分別マスター」：2回 

・「省エネ・節電生活のヒント」：1回 

・「地球温暖化と私たちのくらし 温暖化ってな～に」：2回 

 

５ 市の補助制度 

（１）太陽光発電システム、木質バイオマスストーブ補助金 

  市では、環境負荷の少ない新エネルギーの活用により地球温暖化対策を推進するため、

「住宅用太陽光発電システム」および「木質バイオマスストーブ（薪ストーブや木質ペ

レットストーブ）」を設置する人に、設置費用の一部を補助しています。 

 

 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 

補助対象者 補助金の交付額 

・市内に居住し、又は居住しようとする人。 

・市内の既存戸建住宅、又は新築戸建住宅に

・市内業者に発注する場合 

 １ｋＷあたり７万円 (上限２８万円) 
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発電システムを設置する人又は発電システ

ムが設置された建売住宅を購入する人。 

・申請時において、市税などを滞納していな

い人。 

・蓄電池補助に関しては、FIT非契約または

契約期間が満了している人。 

・市外業者に発注する場合 

 １ｋＷあたり５．５万円 (上限２２万円) 

 

 

・蓄電池購入および設置費用の３分の１ 

(上限２０万円) 

 

 木質バイオマスストーブ設置費補助金 

補助対象者 補助金の交付額 

・市内に居住し、又は居住しようとする人も

しくは市内に事業所を有する事業者。 

・市内の既存戸建住宅、又は新築戸建住宅も

しくは事業所で暖房用として木質バイオマ

スストーブを設置する人又は木質バイオマ

スストーブが設置された建売住宅を購入す

る人。 

・申請時において、市税などを滞納していな

い人。 

・ストーブ購入及び設置費用の３分の１ 

 (上限１０万円) 

 ただし、購入及び設置費用が６万円以上

のものが対象となります。 

 

＜令和５年度の状況＞ 補助金交付件数（単位：件） 

区  分 令和５年度 令和４年度 比較（前年度比） 

住宅用太陽光発電システム １４ １０ ４ 

木質バイオマスストーブ １１ ７ ４ 

 

（２）生ごみ処理機購入補助制度 

  市では各家庭から排出されるごみの減量化のため、生ごみ処理機器等を購入され

る方に以下のような補助金を交付しています。 

対象機器等 補助金の交付額 対象数量 

生ごみ堆肥化容器 

（コンポスト） 

購入金額の３分の１以内とし、その額が3,000

円を超える場合は、3,000円を限度とする。 

同一年度内 

１世帯(団体)１基まで 

生ごみ処理機器 購入金額の３分の１以内とし、その額が20,000

円を超える場合は、20,000円を限度とする。 

同一年度内 

１世帯(団体)１基まで 

生ごみ水切り密閉

容器 

購入金額の３分の１以内とし、その額が1,000

円を超える場合は、1,000円を限度とする。 

同一年度内 

１世帯(団体)１基まで 
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＜令和５年度の状況＞ 補助基数実績（単位：基） 

対象機器等 令和５年度 令和４年度 比較（前年度比） 

生ごみ堆肥化容器 

（コンポスト） 
８ １６ △８ 

生ごみ処理機器 １ １ ０ 

生ごみ水切り密閉容器 ０ ０ ０ 

 

【参考：新潟県の融資制度・補助制度】 

 新潟県では、事業者の公害防止や環境に対する取り組みを推進するため融資制度や補助

制度を設けています。以下に紹介する制度のほかにもさまざまな制度があります。くわし

くは新潟県ホームページの「環境にいがた」のコーナーをご覧ください。 

 

（１）新潟県環境保全資金融資制度 

  この融資（貸付）制度は、中小企業者の方々が公害の防止又は環境への負荷の低減し

ようとする場合に、必要となる資金を低利で貸し付けすることにより公害防止及び環

境保全対策を推進しようとするものです。県では、この融資制度により貸付が行われ

た場合に、取引金融機関に貸付資金の一部を預け入れることにより低利融資を支援し

ています。 

  貸付の対象となる資金には以下のものがあります。 

  ・ 施設改善 

  ・ 事業場の移転 

  ・ エネルギー有効利用施設の設置 

  ・ 低公害車の導入 

  ・ アスベスト除去 

  ・ 土壌汚染対策 

 

（２）廃棄物処理施設等整備資金融資制度 

  この融資（貸付）制度は、中小企業者が廃棄物処理施設等を整備する場合に、必要な

資金の一部を取扱金融機関が低利で融資することにより、廃棄物の適正処理及びリサ

イクルの促進を図るものです。県では、この融資制度により貸付が行われた場合に、

取引金融機関に貸付資金の一部を預け入れることにより低利融資を支援しています。 
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《 資料編 》条例・規則 

 

◯村上市環境基本条例 

平成21年３月27日 

条例第11号 

 

目次 

前文 

第 1 章 総則（第１条－第７条）  

第２章 環境の保全及び創造に関する基本施策 

  第１節 施策の基本方針（第８条－第 10 条） 

  第２節 環境の保全及び創造に関する基本施策（第 11 条－第 20 条） 

第３節 地球環境保全の推進（第21条） 

第４節 施策の推進体制等（第22条・第23条） 

第３章 環境審議会（第24条） 

 附則 

 

前文 

私たちのまち村上市は、東に飯豊朝日山系の緑の山並みを望み、平成の名水百選に選ば

れた清流荒川、サケの帰る川として知られる三面川をはじめとしたいくつもの川を擁し、

西には日本海の長い海岸線を有しており、四季折々の変化に富んだ自然環境と先人のたゆ

みない努力により、歴史と文化と産業のまちとして発展してきた。  

私たちは、これらの環境から多くの恵みを受けてきたが、大量生産、大量消費及び大量

廃棄を伴う社会経済活動や生活様式の変化は、利便性を高める一方で、身近な自然環境や

快適な生活環境を脅かすとともに、地球全体の環境にも大きな影響を及ぼすようになって

きた。 

私たちは、健康で文化的な生活を営むために、良好で快適な環境の恵みを受ける権利を

有するとともに、このかけがえのない環境を将来にわたって、守り、育み、さらに将来の

世代へ引き継いでいく責務を負っている。 

私たちの生活が環境へ影響を与えていることを自覚し、自らの生活、社会経済活動を見

直し、さらに先人の生活の知恵に学び、自然との共生を図りながら、環境への負荷の少な

い社会を築いていかなければならない。  

このため私たちは、互いに協力し合い、学び合い、自ら参加して村上市の豊かで美しく

良好な環境の保全及び創造に積極的に努めることを決意して、この条例を制定する。  

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、事業

者及び市民等の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基

本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計

画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するこ

とを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め
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るところによる。  

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支

障の原因となるおそれのあるものをいう。 

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋

の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体若しくはその広範な部分の環境に

影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民

の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。 

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他人の活動に伴って生ずる相当範

囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化す

ることを含む。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物採取のための土地

の掘削によるものを除く。）及び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活

に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環

境を含む。以下同じ。）に係る被害が生ずることをいう。 

(4) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。 

（基本理念） 

第３条 環境の保全及び創造は、市民が健康で文化的な生活を営むうえで必要な環境を

確保し、これを良好な状態で将来の世代に継承することができるように適切に行われ

なければならない。 

２ 環境の保全及び創造は、地域における多様な生態系の健全性を維持し、及び回復する

とともに人と自然との豊かなふれあいを保つことにより、人と自然とが共生できるよ

う適切に行われなければならない。 

３ 環境の保全及び創造は、環境の保全上の支障を未然に防止することを基本に、環境へ

の負荷の少なく、持続的発展が可能な社会の構築を目的として、公平な役割分担の下

に、すべての者の自主的かつ積極的な取組によって行われなければならない。 

４ 地球環境保全は、すべての者が人類共通の課題であることを認識し、それぞれの事業

活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。 

（市の責務）  

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、環境

の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有す

る。 

２ 市は、自ら行うすべての施策の策定及び実施に当たっては、環境の保全と創造に配慮

するとともに、環境への負荷の低減に努めなければならない。  

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、日常生活

に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら

努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有

する。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に伴って生ずる公害その他の環

境の保全上の支障を防止するため、必要な措置を講ずる責務を有する。 

２ 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、こ

れに伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとと

もに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。 
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（滞在者及び民間団体の責務） 

第７条 通勤、通学及び観光旅行等で本市に滞在する者は、第５条に定める市民の責務

に準じて環境の保全及び創造に努めるものとする。 

２ 市民又は事業者が組織する民間の団体(以下「民間団体」という。)は、前条に定め

る事業者の責務に準じて環境の保全及び創造に努めるものとする。 

 

第２章 環境の保全及び創造に関する基本施策 

第１節 施策の基本方針  

（施策の基本方針）  

第８条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施に当たっては、基本理

念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づき、各種の施策相互の連携を図りつつ総合

的かつ計画的に行わなければならない。 

(1) 人の健康の保護及び生活環境の保全が図られるよう、大気、水、土壌その他の環境

の自然的構成要素を良好な状態に保持すること。 

(2) 野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図ること。 

(3) 森林、農地、水辺地等における多様な自然環境を適正に保全すること。 

(4) 人と自然が豊かに触れ合うとともに共生することができる環境を確保すること。 

(5) 歴史的文化的な環境と調和のとれた景観の形成を図り、快適な環境を創造すること。 

(6) 廃棄物の発生の抑制、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用を促進するこ

と。 

(7) 地球環境保全を積極的に推進すること。 

（環境基本計画の策定） 

第９条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、環境の保全及び創造に関する基本的な計画（以下「環境基本計画」という。）を

定めなければならない。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 環境の保全及び創造に関する長期的な目標 

(2) 環境の保全及び創造に関する長期的かつ総合的な施策の大綱 

(3) 前２号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的

に推進するために必要な事項 

３ 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民、事業者及び民間団体等(以下

「市民等」という。)の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、

第24条に規定する村上市環境審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

（年次報告） 

第10条 市長は、毎年、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関する施策の実施状況

等について、年次報告書を作成し、これを公表するものとする。 

第２節 環境の保全及び創造に関する基本施策 

（市の施策の策定等に当たっての環境への配慮） 

第11条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策又は事業計画を策定し、及び実施

するに当たっては、環境基本計画との整合を図ることにより環境への負荷が低減され

るよう配慮しなければならない。 

（事業実施時における環境への配慮) 
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第12条 市は、環境に影響を及ぼすおそれのある事業を行おうとする事業者がその事業

の実施に当たりあらかじめ環境への負荷の低減について配慮するよう促すため、必要

な措置を講ずるものとする。 

（環境の保全上の支障防止） 

第13条 市は、公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれ

のある行為に関し、必要な措置を講ずるものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、市は、人の健康又は生活環境に支障を及ぼすおそれのある

行為に関し、必要な措置を講ずるものとする。 

（経済的措置） 

第14条 市は、市民等が環境への負荷の低減のための施設の整備その他適切な措置をと

ることを促進するため、必要かつ適切な経済的助成の措置を講ずるように努めるもの

とする。 

２ 市は、環境への負荷の低減を図るため、特に必要があるときは、市民等に適正な経済

的負担を求める措置を講ずるものとする。  

（公共的施設の整備等） 

第15条 市は、環境の保全及び創造に資する公共的施設の整備を進めるとともに、これ

らの施設の適切な利用を促進するため必要な措置を講ずるものとする。 

（資源の循環的な利用等の促進） 

第16条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民等による資源の循環的な利用、エ

ネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が促進されるよう、必要な措置を講ずるものと

する。 

２ 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の

実施に当たって、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量に努

めるものとする。 

（環境教育等の推進） 

第17条 市は、市民等が環境の保全及び創造に関する理解を深めるとともに、これに関

する活動の意欲を高めるようにするため、環境の保全及び創造に関する教育及び学習

の推進、広報活動の充実その他必要な措置を講ずるものとする。 

（自発的な活動への支援） 

第18条 市は、市民等が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動が促進されるよ

う必要な措置を講ずるものとする。 

（環境状況の把握等） 

第19条 市は、環境の状況を把握し、並びに環境の保全及び創造に関する施策を適正に

実施するために必要な情報の収集、調査及び研究の実施に努めるものとする。 

２ 市は、環境の状況を把握し、並びに環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施す

るために必要な監視、測定、検査等の体制の整備に努めるものとする。 

（情報の提供） 

第20条 市は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の推進並びに市民等が自発的

に行う環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、環境の状況その他の環

境の保全に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。 

第３節 地球環境保全の推進 

第21条 市は、地球環境保全に資する施策を積極的に推進するものとする。 

２ 市は、国、他の地方公共団体及びその他の関係団体等(以下「国等」という。)と連携

し、地球環境保全に関する調査、情報の提供等に努めるものとする。 
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   第４節 施策の推進体制等 

（推進体制の整備） 

第22条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、

市の機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図るための体制を整備するものとする。 

２ 市は市民等と協力して環境の保全及び創造に関する施策を効果的に推進するため連

携体制の整備に努めるものとする。 

(国等との協力) 

第23条 市は、環境の保全及び創造を図るための広域的な取組を必要とする施策の実施

に当たっては、国等と協力して、その推進に努めるものとする。 

 

第３章 環境審議会 

第24条 環境基本法（平成５年法律第91号）第44条の規定に基づき、村上市環境審議会

（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、次に掲げる事項を審議する。 

(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。 

(2) 環境の保全及び創造の基本的事項及び重要事項に関すること。 

(3) その他環境の保全及び創造に関し、必要と認められる事項に関すること。 

３ 審議会は、前項に定める事項に関し、市長に意見を述べることができる。 

４ 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する20人以内の委員をもって組織する。 

(1) 市民 

(2) 学識経験者 

(3) 関係行政機関の職員 

(4) その他市長が適当と認める者 

５ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

６ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成21年４月１日から施行する。 

（村上市公害防止条例の一部改正) 

２ 村上市公害防止条例(平成20年条例第172号)の一部を次のように改正する。 

第14条を次のように改める。 

（基本的事項の審議) 

第14条 公害対策に関する基本的事項の審議は、市長の諮問により、村上市環境基本条

例(平成21年条例第11号)第24条に規定する村上市環境審議会で行う。 
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○村上市環境審議会規則 

平成21年３月27日 

規則第３号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、村上市環境基本条例(平成21年村上市条例第11号)第24条の規定に

基づき、村上市環境審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（会長及び副会長） 

第２条 審議会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（審議会の会議） 

第３条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

（専門部会） 

第４条 審議会に必要に応じて専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は、会長が指名する委員をもって構成する。 

３ 専門部会に、部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。 

４ 部会長は、当該部会の会務を総理する。 

５ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部

会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 

６ 第３条の規定は、専門部会の会議について準用する。この場合において、同条第１項

中「審議会」とあるのは「部会」と、｢会長」とあるのは「部会長」と読み替えるもの

とする。 

（関係者の出席等） 

第５条 審議会及び部会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の出席

を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めるこ

とができる。 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、環境課において処理する。 

（その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成21年４月１日から施行する。  

（村上市公害対策審議会規則の廃止） 

２ 村上市公害対策審議会規則（平成20年規則第215号)は、廃止する。 
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○村上市公害防止条例 

平成20年４月１日 

条例第172号 

(目的) 

第１条 この条例は、法令又は新潟県生活環境の保全等に関する条例(昭和46年新潟県条

例第51号。以下「県条例」という。)に特別の定めのあるもののほか、公害の防止のた

め必要な事項を定めることにより、市民の健康を保護するとともに、生活環境を保全

することを目的とする。 

（定義) 

第２条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相

当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化す

ることを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の

掘さくによるものを除く。)及び悪臭(以下「大気汚染等」という。)によって、人の健

康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。 

２ この条例において「生活環境」とは、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生

活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものをいう。 

（事業者の責務) 

第３条 事業者は、その事業活動に伴って発生する公害を防止するため、その責任にお

いて必要な措置をとらなければならない。 

２ 事業者は、事業活動に伴って発生する大気汚染等が法令又は県条例の規定に違反しな

い場合においても、公害を防止するため最大限の努力をしなければならない。 

３ 事業者は、市長が行う公害の防止に関する施策に協力しなければならない。 

（市長の基本的責務) 

第４条 市長は、法令又は県条例の規定によりその権限に属する責務を遂行するととも

に、市民の健康を保護し、生活環境を保全するため、あらゆる施策を通じて公害の防

止に努めなければならない。 

（指導及び勧告) 

第５条 市長は、公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、その公害

を発生させ、又は発生させるおそれがある者に対し、公害の防止のため必要な措置を

とるよう指導し、又は勧告しなければならない。 

（監視及び測定) 

第６条 市長は、公害の発生の状況を監視及び測定に努めるものとする。 

（企業に対する助成) 

第７条 市長は、市内の企業が公害の防止のために施設整備その他の措置を行うときは、

必要な金融上の措置その他の措置をとるよう努めなければならない。 

（公害苦情等の処理) 

第８条 市長は、公害に係る苦情等が生じた場合においては、その適正な解決ができる

よう努めなければならない。 

（報告等) 

第９条 市長は、必要に応じ、公害の状況及びその公害の防止の施策について村上市議

会に報告し、又は市民に公表するものとする。 

（市民の責務) 

第10条 市民は、生活環境を保全するため公害を発生させることのないよう努めなけれ

ばならない。 
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２ 市民は、市長が行う公害防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。 

（公害の防止に関する協議) 

第11条 大気の汚染等を生ずるおそれがある工場又は事業場として規則で定めるものを

設置(変更を含む。以下同じ。)しようとする者は、その設置の工事の開始の日の90日

前までに市長に次に掲げる事項について協議しなければならない。 

(1) 工場又は事業場の設置の計画に関すること。 

(2) 公害防止のために必要な施設の整備、使用燃料その他の措置に関すること。 

(3) 公害防止対策を確実に実施するために必要な事業者の報告及び市長又は市長が必要

と認めた者の立入調査に関すること。 

(4) 公害が発生した場合における措置その他必要なこと。 

（公害防止協定) 

第12条 前条の規定による公害防止対策に関する協議が整った場合において、市長が必

要と認めたときは、事業者はその協議の結果に基づいて、市長と公害防止協定を結ぶ

ものとする。 

（経過措置) 

第13条 この条例の施行の日現在において、第11条に規定する工場又は事業場を設置し

ている者(設置の工事をしている者を含む。)は、市長の求めがあったときは、速やか

に前2条の規定の例により公害防止対策に関する協議又は公害防止協定を締結するもの

とする。 

（基本的事項の審議) 

第14条 公害対策に関する基本的事項の審議は、市長の諮問により、村上市環境基本条

例(平成21年条例第11号)第24条に規定する村上市環境審議会で行う。 

（委任) 

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日) 

１ この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

（経過措置) 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の村上市公害防止条例(昭和51年村上市条

例第25号)、神林村公害防止条例(昭和50年神林村条例第26号)又は朝日村公害防止条例

(昭和51年朝日村条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それ

ぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則(平成21年３月27日条例第11号)抄 

（施行期日) 

１ この条例は、平成21年４月１日から施行する。 
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○村上市公害防止条例施行規則  

平成 20年４月１日  

規則第 132号  

（趣旨 ) 

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 村 上 市 公 害 防 止 条 例 (平 成 20年 村 上 市 条 例 第 172号 。

以下「条例」という 。 )の施行に関し必 要な事項を定めるも のと する。  

（協議対象の工場又 は事業場 ) 

第 ２ 条  条 例 第 11条 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 工 場 又 は 事 業 場 は 、 別 表 に 掲

げるとおりとする。  

（協議の申出 )  

第 ３ 条  条 例 第 11条 又 は 第 13条 の 規 定 に よ る 協 議 は 、 公 害 防 止 協 議 申 出 書

(様式第１号 )によってしなければならな い。  

２  前項の公害防 止 協議申出書には、 次 に掲げる書類を添 付 しなければなら

ない。  

(1) 工場又は事業場 及びその付近の見取 図  

(2) 工場又は事業場 の建築物その他の工 作物の配置図  

(3) 工場又は事業場 の施設の配置図  

(4) 工場又は事業場 の操業の系統の概要 を説明した書類  

（協議確認書 )  

第 ４ 条  条 例 第 11条 又 は 第 13条 の 規 定 に よ る 協 議 が 整 っ た 場 合 に お い て 、

当 該 協 議 が 条 例 第 12条 及 び 第 13条 の 規 定 に よ る 公 害 防 止 協 定 の 締 結 を 要

し な い も の で あ る と き は 、 事 業 者 は そ の 協 議 の 結 果 に 基 づ い て 、 市 長 と

公害防止協議確認書 (様式第２号 )を取り交わすものとする。  

附  則  

（施行期日 ) 

１  この規則は、平 成 20年４月１日から 施行する。  

（経過措置 ) 

２  この規則の施 行 の日の前日までに 、 合併前の村 上市公 害 防止条例施行規

則 (昭 和 51年 村 上 市 規 則 第 ９ 号 )、 神 林 村 公 害 防 止 条 例 施 行 規 則 (昭 和 50年

神 林 村 規 則 第 ９ 号 )又 は 朝 日 村 公 害 防 止 条 例 施 行 規 則 (昭 和 59年 朝 日 村 規

則 第 11号 )の 規 定 に よ り な さ れ た 処 分 、 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 そ れ ぞ れ こ

の規則の相当規定に よりなされたものと みなす。  

 

別表 (第２条関係 ) 

条例第 11条に規定する工場  

１  工場  

(1) 鉱業  

(2) 建設業 (木材加工機械を設置するも の ) 

(3)  食 料 品 製 造 業 (製 造 小 売 (加 工 を 含 む 。 )の 業 種 で １ 月 平 均 排 水 量 50

立方メートル以上の ものを含む。 ) 

(4) 繊維工業  

(5) 衣服その他の 繊維製品製造業  

(6) 木材、木製品 製造業  

(7) 家具、装備品 製造業 (製造小売の 業種を含む。 ) 
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(8) パルプ、紙、 紙加工品製造業  

(9) 出版、印刷そ の他関連産業  

(10) 化学工業  

(11) 石油製品、石 炭製品製造業  

(12) ゴム製品製造 業  

(13) 窯業、土石製 品製造業  

(14) 鉄鋼業  

(15) 非鉄金属製造 業  

(16) 金属製品製造 業  

(17) 一般機械器具 製造業  

(18) 電気機械器具 製造業  

(19) 輸送用機械器 具製造業  

(20) 精密機械器具 製造業  

(21) プラスチック 製品製造業  

(22) 畳製造業 (製造 小売の業種を含む。 ) 

(23) 自動車整備業  

(24) 機械修理業  

(25) かじ業  

２  事業場  

(1) 材 料 置 場 (工 場 又 は 建 設 工 事 現 場 内 の も の を 除 き 、 そ の 面 積 が 100平

方メートル以上のも のに限る。 ) 

(2) 鉱物又は土石 の堆積場 (面積が 100平方メートル以上の もの ) 

(3) ガソリンスタ ンド  

(4) 廃品処理場  

(5) ボーリング場  

(6) クリーニング 所  

(7) 公衆浴場  

(8) へい獣処理場  

(9) と畜場  

(10) 畜 舎 (飼 育 規 模 が 牛 ５ 頭 以 上 、 豚 10頭 以 上 、 鶏 300羽 以 上 の も の に 限

る 。 た だ し 、 併 せ て 飼 育 す る 場 合 に お い て 、 本 文 に 規 定 す る 飼 育 規 模

に 達 し な い と き は 、 豚 ２ 頭 を 牛 １ 頭 、 鶏 60羽 を 牛 １ 頭 、 鶏 30羽 を 豚 １

頭とみなして本文の 規定を適用する。 ) 

(11) 旅館その他の 宿泊所  

(12) パチンコ店  

(13) 料理、割ぽう 店  

(14) ゴルフ場  

３  前 ２ 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 施 設 を 有 す る 工 場 又 は

事業場  

(1) 圧縮機 (原動機の定格出力が 2.25キロワット以上のもの ) 

(2) 送排風機 (原動機の定格出力が 2.25キロワット以上のも の ) 

(3)  バ ー ナ ー (燃 焼 能 力 が 重 油 換 算 で １ 時 間 当 た り 15リ ッ ト ル 以 上 の も

の ) 

(4)  ボ イ ラ ー (熱 源 と し て 電 気 又 は 廃 熱 の み を 使 用 す る も の 及 び い お う
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化 合 物 の 含 有 率 が 0.5パ ー セ ン ト 以 下 で あ る ガ ス を 燃 料 と し て 専 焼 さ せ

るもの並びに伝燃面 積が５平方メートル 未満のものを除く。 ) 

(5) 混打綿機  

(6) スチームクリ ーナー  

(7) クーリングタ ワー  

(8) 酸又はアルカ リによる洗浄施設  

(9) 電気メッキ施 設  

(10) 集じん装置  

(11) 焼 却 炉 (ゴ ミ そ の 他 の 汚 物 の 処 理 に 利 用 す る も の で 火 格 子 面 積 が 0.5

平方メートル以上の もの ) 

(12) 天井走行型ク レーン及び門型走行 クレーン  

(13) し尿処理施設 (処理対象人員が 100人以上のもの ) 

(14) 車両洗車施設 (自動式のもの ) 

(15) 石削機  

(16) 石材切断機  

(17) 冷凍機 (往復式 、ロータリー式又は 遠心式のもの )  
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《 資料編 》環境基準 

 

■大気汚染に係る環境基準 

 環境基本法第１６条第１項の規定に基づき、大気に係る環境上の条件は、次の基準が望

ましいとされています。 

 

 表１－２ 大気汚染に係る環境基準 

物  質 環  境  基  準 

二 酸 化 窒 素 

（ＮＯ２） 

１時間値の１日平均値が 0.04ppmから 0.06ppmまでのゾーン内

又はそれ以下であること。 

二 酸 化 硫 黄 

（ＳＯ２） 

１時間値の１日平均値が 0.04ppm以下であり、かつ、１時間値

が 0.1ppm以下であること。 

一 酸 化 炭 素 

（ＣＯ） 

１時間値の１日平均値が 10ppm以下であり、かつ、１時間値の

８時間平均値が 20ppm以下であること。 

浮 遊 粒 子 状 物 質 

（ＳＰＭ） 

１時間値の１日平均値が 0.10mg/m3 以下であり、かつ、１時間

値が 0.20mg/ｍ３以下であること。 

光化学オキシダント 

（Ｏｘ） 
１時間値が 0.06ppm以下であること。 

 ※ 環境基準は工業用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所に

ついては適用されない。 

 

 《 用語の説明 》 

  【二酸化窒素（ＮＯ２）】 

     窒素酸化物のひとつで、亜硝酸ガスともいい毒性が強い。物を燃やしたときに

燃料や空気中の窒素が酸化され生成される物質で、発生源としては、自動車や工

場のボイラーなど広範囲にわたっている。 

  【二酸化硫黄（ＳＯ２）】 

     硫黄酸化物のひとつで、重油等に含まれている硫黄分が燃焼することによって

発生し、呼吸器系の疾患の有力な原因となる。 

  【一酸化炭素（ＣＯ）】 

     炭素含有物が不完全燃焼した場合に発生する無色、無臭の有毒な気体で、自動

車の排気ガスにも含まれる。 

  【浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）】 

     大気中に長期間浮遊している微粒子をいい、粒径が１０ミクロン以下のものを

いう。発生源としては、土砂等の堆積場、ボイラー等のばい煙発生施設及び鉱物

の破砕等多種多様である。 

  【光化学オキシダント（Ｏｘ）】 

     大気中の窒素酸化物、炭化水素等が太陽光線中の強い紫外線により光化学反応

を起こして生成されるオゾン、パーオキシアセチルナイトレート等の酸化性物質

をいう。 
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（水質） 

■人の健康の保護に関する環境基準 

 項   目 基  準  値 

１ カドミウム 0.003mg／l 以下 

２ 全シアン 検出されないこと。 

３ 鉛 0.01mg／l 以下 

４ 六価クロム 0.02mg／l 以下 

５ 砒素 0.01mg／l 以下 

６ 総水銀 0.0005mg／l以下 

７ アルキル水銀 検出されないこと。 

８ ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと。 

９ ジクロロメタン 0.02mg／l 以下 

１０ 四塩化炭素 0.002mg／l以下 

１１ 1,2-ジクロロエタン 0.004mg／l以下 

１２ 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg／l 以下 

１３ シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg／l 以下 

１４ 1,1,1-トリクロロエタン １mg／l 以下 

１５ 1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg／l以下 

１６ トリクロロエチレン 0.01mg／l 以下 

１７ テトラクロロエチレン 0.01mg／l 以下 

１８ 1,3-ジクロロプロペン 0.002mg／l以下 

１９ チウラム 0.006mg／l以下 

２０ シマジン 0.003mg／l以下 

２１ チオベンカルブ 0.02mg／l 以下 

２２ ベンゼン 0.01mg／l 以下 

２３ セレン 0.01mg／l 以下 

２４ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg／l 以下 

２５ ふっ素 0.8mg／l 以下 

２６ ほう素 1mg／l 以下 

２７ １，４－ジオキサン 0.05mg／l以下 

備考 

１ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とす

る｡ 

２ 「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、

その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表２において同じ。 

３ 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 (以下略) 



■生活環境の保全に関する環境基準

河川
ｐＨ ＢＯＤ ＳＳ ＤＯ

水素イオン
濃度

生物化学的
酸素要求量

浮遊物質量 溶存酸素量

AA
水道１級、自然環境保全
及びＡ以下の欄に掲げる
もの

6.5以上
8.5以下

1mg/l以下 25mg/l以下 7.5mg/l以上
20CFU/100ml

以下

Ａ
水道２級、水産１級、水
浴及びＢ以下の欄に掲げ
るもの

6.5以上
8.5以下

2mg/l以下 25mg/l以下 7.5mg/l以上
300CFU/100ml

以下

Ｂ
水道３級、水産２級及び
Ｃ以下の欄に掲げるもの

6.5以上
8.5以下

3mg/l以下 25mg/l以下 5mg/l以上
1000CFU/100ml

以下

Ｃ
水産３級、工業用水１級
及びＤ以下の欄に掲げる
もの

6.5以上
8.5以下

5mg/l以下 50mg/l以下 5mg/l以上 －

Ｄ
工業用水２級、農業用水
及びＥ以下の欄に掲げる
もの

6.0以上
8.5以下

8mg/l以下 100mg/l以下 2mg/l以上 －

Ｅ 工業用水３級、環境保全
6.0以上
8.5以下

10mg/l以下
ごみの浮遊が認
められないこと 2mg/l以上 －

自然環境保全 自然探勝等の環境保全

水道１級 ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

水道２級 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

水道３級 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

水産１級 ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用

水産２級 サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用

水産３級 コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

工業用水１級 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

工業用水２級 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

工業用水３級 特殊の浄水操作を行うもの

環境保全 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

湖沼
ｐＨ ＣＯＤ ＳＳ ＤＯ

水素イオン
濃度

化学的酸素
要求量

浮遊物質量 溶存酸素量

AA
水道１級、水産１級、自然
環境保全及びＡ以下の欄
に掲げるもの

6.5以上
8.5以下

1mg/l以下 1mg/l以下 7.5mg/l以上
20CFU/100ml

以下

Ａ
水道２、３級、水産２
級、水浴及びＢ以下の欄
に掲げるもの

6.5以上
8.5以下

3mg/l以下 5mg/l以下 7.5mg/l以上
300CFU/100ml

以下

Ｂ
水産３級、工業用水１
級、農業用水及びＣ以下
の欄に掲げるもの

6.5以上
8.5以下

5mg/l以下 15mg/l以下 5mg/l以上 －

Ｃ 工業用水２級、環境保全
6.0以上
8.5以下

8mg/l以下
ごみの浮遊が認
められないこと 2mg/l以上 －

自然環境保全 自然探勝等の環境保全

水道１級 ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

水道２、３級 沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

水産１級 ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用

水産２級 サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水産生物用及び水産3級の水産生物用

水産３級 コイ、フナ等、富栄養湖型の水域の水産生物用

工業用水１級 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

工業用水２級 薬剤注入等による高度の浄水操作、又は、特殊の浄水操作を行うもの

環境保全 国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

類型 利用目的の適応性 大腸菌数

類型 利用目的の適応性 大腸菌数
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■有害項目についての排水基準

全国一律排水基準（「排水基準を定める総理府令」昭和46年６月21日総令35）
排水の多少にかかわらず、すべての特定事業所に適用されます。

有 害 物 質 の 種 類 許 容 限 度

1 カドミウム及びその化合物 0.03mg/l

2 シアン化合物 1mg/l

3
有機燐化合物（パラチオン，メチルパラチオン，メ
チルジメトン及びＥＰＮに限る。） 

1mg/l

4 鉛及びその化合物 0.1mg/l

5 六価クロム化合物 0.5mg/l

6 砒素及びその化合物 0.1mg/l

7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005mg/l

8 アルキル水銀化合物 検出されないこと。

9 ポリ塩化ビフェール 0.003mg/l

10 トリクロロエチレン 0.1mg/l

11 テトラクロロエチレン 0.1mg/l

12 ジクロロメタン 0.2mg/l

13 四塩化炭素 0.02mg/l

14 1,2-ジクロロエタン 0.04mg/l

15 1,1-ジクロロエチレン 1mg/l

16 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/l

17 1,1,1-トリクロロエタン 3mg/l

18 1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/l

19 1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/l

20 チウラム 0.06mg/l

21 シマジン 0.03mg/l

22 チオベンカルブ 0.2mg/l

23 ベンゼン 0.1mg/l

24 セレン及びその化合物 0.1mg/l

　10mg/l（海域以外の公共用水域に排出さ
　れるもの）

　230mg/l（海域に排出されるもの）

　８mg/l（海域以外の公共用水域に排出さ
　れるもの）

　15mg/l（海域に排出されるもの）

27
アンモニア，アンモニウム化合物，亜硝酸化合物及
び硝酸化合物

　アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素
　＋硝酸性窒素の合計量が100mg/l以下で
　あること

28 1,4-ジオキサン 0.5mg/l

25 ほう素及びその化合物

26 ふっ素及びその化合物

１　「検出されないこと。」とは、第２条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態
　を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

２　砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関す
　る法律施行令の一部を改正する政令（昭和４９年政令第３６３号）の施行の際現にゆう出している温泉
　（温泉法（昭和２３年法律第１２５号）第２条第１項に規定するものをいう。以下同じ。）を利用する
　旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
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■その他の項目についての排水基準

項　　　目 許容限度

　海域以外の公共用水域に排出されるもの

5.8以上8.6以下 

　海域に排出されるもの

5.0以上9.0以下

2 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 160mg/l（日間平均 120）

3 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 160mg/l（日間平均 120）

4 浮遊物質量（ＳＳ） 200mg/l（日間平均 150）

5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
（鉱油類含有量）

5mg/l

6
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
（動植物油脂類含有量）

30mg/l

7 フェノール類含有量 5mg/l

8 銅含有量 3mg/l

9 亜鉛含有量 2mg/l

10 溶解性鉄含有量 10mg/l

11 溶解性マンガン含有量 10mg/l

12 クロム含有量 2mg/l

13 大腸菌群数 日間平均3,000個/㎤(ml)

14 窒素含有量 120mg/l（日間平均 60）

15 燐含有量 16mg/l（日間平均 8）

３　水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業（硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘
　採する鉱業を含む。）に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。

４　水素イオン濃度，銅含有量，亜鉛含有量，溶解性鉄含有量，溶解性マンガン含有量及びクロム含有量
　についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を
　改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水につい
　ては、当分の間、適用しない。

５　生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に
　限って適用し、化学的酸素要求量についての排出基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適
　用する。

６　窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがあ
　る湖沼として環境大臣が定める湖沼，海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域
　（湖沼であって水の塩素イオン含有量が１Lにつき9,000mgを超えるものを含む。以下同じ。）として環
　境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。

７　燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖
　沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれのある海域とし
　て環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
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1 水素イオン濃度（水素指数）

１　「日間平均」による許容限度は、１日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

２　この表に定める排水基準は、１日当たりの平均的な排出水の量が５０㎥以上である工場又は事業場に
　係る排出水について適用する。



■騒音規制対象施設

番号

2

3

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

すべてのもの

1

規制対象外

すべてのもの

すべてのもの

すべてのもの

すべてのもの すべてのもの

すべてのもの

すべてのもの すべてのもの

すべてのもの

すべてのもの

すべてのもの すべてのもの

すべてのもの

すべてのもの

規制対象外

(サ) 切断機（といしを用いるも
のに限る。）

(シ) 研磨機（工具用を除く。）

施 設 の 種 類

空気圧縮機及び送風機

すべてのもの

定格出力の合計22.5kw以上

定格出力3.75kw以上

5

(イ) 撚糸機

(ク) ワイヤーフォーミングマシ
ン

(ケ) ブラスト（タンブラスト以
外のものであって、密閉式のもの
を除く。）

(コ) タンブラー

4

(ア) 織機（原動機を用いるもの
に限る。）

7

穀物用製粉機（ロール式のものに限る）

(ア) ドラムバーガー

(イ) チッパー

(ス) 自動旋盤（棒材加工用のも
のに限る。）

木材加工機械

製造機械

建設用資材

繊維機械

金属加工機械

土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級
機

(キ) 鍛造機

すべてのもの

すべてのもの すべてのもの

すべてのもの

定格出力2.25kw以上 定格出力0.75kw以上

すべてのもの

燃焼能力が重油換算で15l/h以上

すべてのもの

すべてのもの すべてのもの

すべてのもの

規制対象外 すべてのもの

すべてのもの

(カ) かんな盤

規制対象外

規制対象外 すべてのもの

すべてのもの

規制対象外

規制対象外

規制対象外

規制対象外 定格出力3.75kw以上

すべてのもの

(ア) コンクリートプラント（気
ほうコンクリートプラントを除
く。）

(イ) アスファルトプラント

(ウ) 砕木機

(エ) 帯のこ盤

(オ) 丸のこ盤

規制対象外

規制対象外

規制対象外 定格出力0.75kw以上

すべてのもの

規制対象外

規制対象外 すべてのもの

定格出力7.5kw以上

　　次に掲げる施設を除く。

　　1　電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物

　　2　ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物
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新 潟 県 生 活 環 境 の
保 全 等 に 関 す る 条 例

騒 音 規 制 法

(カ) せん断機

(オ) 機械プレス

(エ) 液圧プレス（矯正プレスを
除く。）

(ウ) ベンディングマシン（ロー
ル式に限る。）

(ア) 圧延機械

(イ) 製管機械

呼び加圧能力294キロニュートン
以上のもの

定格出力3.75kw以上

クーリングタワー

冷凍機（往復動式、ロータリー式又は遠心式に限る）

集じん装置

天井走行クレーン及び門型走行クレーン

ポンプ

スチームクリーナー

鋳型造型機（ジョルト式のものに限る。）

合成樹脂用射出成形機

印刷機械（原動機を用いるものに限る。）

抄紙機

ドラムかん洗浄機

コンクリート管、コンクリート柱又はコンクリートブ
ロック製造機

遠心分離器（直径1.2m以上のものに限る。）

キューポラ

電気炉

バーナー

すべてのもの

製材用出力15kw以上、木工用出力
2.25kw以上

製材用出力15kw以上、木工用出力
2.25kw以上

定格出力7.5kw以上

定格出力7.5kw以上

すべてのもの

規制対象外

混練機の混練容量が0.45m3以上の
もの

混練機の混練重量が200kg以上の
もの

すべてのもの

すべてのもの

定格出力0.75kw以上

定格出力0.75kw以上

すべてのもの

すべてのもの

すべてのもの

定格出力7.5kw以上のもの

混練機の混練重量が200kg以上の
もの

混練機の混練容量が0.45m3以上の
もの

備考

すべてのもの

定格出力7.5kw以上

定格出力3.75kw以上

すべてのもの

すべてのもの

すべてのもの

定格出力が7.5kw以上のもの

すべてのもの

定格出力が2.25kw以上



 備考

 １　第１種、第２種区域、第３種区域及び第４種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域をいう。ただし、騒音規制法第３条

 　第１項の規定に基づき指定された地域（以下「騒音規制法に基づく指定地域」という。）にあっては、第１種区域、第２種区

 　域、第３種区域及び第４種区域とは、同法第４条第１項の規定に基づき定められた第１種区域、第２種区域、第３種区域及び

 　第４種区域をいい、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号に規定する用途地域の定めのある地域（騒

 　音規制法に基づく指定地域と重複する地域を除く。）にあっては、第１種区域とは、同号に掲げる第１種低層住居専用地域及

 　び第２種低層住居専用地域を、第２種区域とは、同号に掲げる第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１

 　種住居地域、第２種住居地域及び準住居地域を、第３種区域とは同号に掲げる近隣商業地域、商業地域及び準工業地域を、第

 　４種区域とは、同号に掲げる工業地域をいうものとする。

６５dB

６０dB

５０dB

４０dB

６５dB

５０dB

午前６時
～

午前８時 ６０dB

５０dB

４５dB

４０dB

６５dB

６０dB

７０dB

午前８時
～

午後６時

午前６時
～

午前８時 ５０dB

４０dB

５５dB

午前８時
～

午後８時

午後10時
～

午前６時

午後９時
～

午前６時

午後８時
～

午後10時

午後６時
～

午後９時

夜間昼間

時間 騒音レベル 時間 騒音レベル

夕時間の区分

■騒音規制基準

朝
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区域の区分

第１種区域

第２種区域

第３種区域

第４種区域

騒音レベル時間 時間 騒音レベル



番号

2

3

4

5

6

8

9

10

11

13

14

 備考

■振動規制対象施設

施 設 の 種 類

1 金属加工機械

(ア) 圧延機械

(カ) せん断機

(キ) 鍛造機

(エ) 液圧プレス

(オ) 機械プレス

(イ) 製管機械

(ウ) ベンディングマシン

土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい又は分級
機

織機（原動機使用のものに限る。）

ポンプ

遠心分離機

(ク) ワイヤーフォーミングマシン

圧縮機

合成樹脂用射出成形機

鋳型造型機（ジョルト式のものに限る。）

ディーゼルエンジン又はガソリンエンジン（船舶車両
の原動機として使用するものを除く。）

オシレーティングコンベア

7
コンクリートブロックマシン

コンクリート管、コンクリート柱製造機械

■振動規制基準

印刷機械

ゴム練用、合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール
機を除く)

12 木材加工機
ドラムバーカー

チッパー

時間の区分 昼　　　　　間 夜　　　　　間

区域の区分 時　　間 振動レベル 時　　間 振動レベル
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第１種区域
午前８時～午後７時 ６０dB 午後７時～午前８時 ５５dB

第２種区域

 １　第１種～第４種区域とは、新潟県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第９（騒音に係る規制基
準）に定める区域と同一のものとする。

第３種区域
午前８時～午後８時 ６５dB 午後８時～午前８時 ６０dB

第４種区域

新潟県生活環境の
保全等に関する条例

振 動 規 制 法

定格出力30kw以上

定格出力2.2kw以上

定格出力2.2kw以上

すべてのもの

すべてのもの

すべてのもの

規制対象外

規制対象外

定格出力合計10kw以上

定格出力合計2.95kw
以上

すべてのもの

定格出力7.5kw以上

規制対象外

規制対象外

定格出力7.5kw以上

定格出力37.5kw以上

すべてのもの

定格出力1.0kw以上

すべてのもの

矯正プレスを除いたもの

規制対象外

規制対象外

規制対象外

定格出力30kw以上

定格出力2.2kw以上

定格出力2.2kw以上

すべてのもの

すべてのもの

すべてのもの

すべてのもの

すべてのもの

定格出力1.0kW以上

すべてのもの

すべてのもの

定格出力15kw以上

すべてのもの

すべてのもの

すべてのもの

直径1.2m以上

定格出力3.75kw以上

すべてのもの

すべてのもの

すべてのもの

すべてのもの

　　2　ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物

　　1　電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物

　　次に掲げる施設を除く。

備考

定格出力3.75kw以上

すべてのもの



■特定建設作業

法 県条例

1 ○ ○

2 ○ ○

3 ○ ○

4 ○ ○

5 ○ ○

6 ○ ○

7 ○ ○

8 ○ ○

9 － ○

【振動規制対象作業の種類】

法

1 ○

2 ○

3 ○

4 ○

【騒音規制対象作業の種類】

特定建設作業の種類

くい打機（もんけんを除く）、くい抜機又はくい打くい抜機（圧
入式くい打くい抜機を除く。）を使用する作業（くい打機をアー
スオーガーと併用する作業を除く。）

びょう打機を使用する作業

さく岩機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業に
あっては、１日における当該作業に係る２地点間の最大距離が５
０mを超えない作業に限る。）

空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるものであって、その原
動機の定格出力が１５kw以上のものに限る。）を使用する作業
（さく岩機の動力として使用する作業を除く。）

コンクリートプラント（混練機の混練容量が0.45㎥以上のものに
限る。）又はアスファルトプラント（混練機の混練重量が200kg以
上のものに限る。）を設けて行う作業（モルタルを製造するため
にコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。）

バックホウ（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないもの
として環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が８０
kw以上のものに限る。）を使用する作業

トラクターショベル（一定の限度を超える大きさの騒音を発生し
ないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出
力が７０kw以上のものに限る。）を使用する作業

ブルドーザー（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないも
のとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が４
０kw以上のものに限る。）を使用する作業

コンクリートカッターを使用する作業（作業地点が連続的に移動
する作業にあっては、１日における当該作業に係る２地点間の最
大距離が５０mを超えない作業に限る。）

特定建設作業の種類

くい打機（もんけん及び圧入式くい打機を除く。）、くい抜機
（油圧式くい抜機を除く。）又はくい打くい抜機（圧入式くい打
くい抜機を除く。）を使用する作業

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

舗装版破砕機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業
にあっては、１日における当該作業に係る２地点間の最大距離が
５０mを超えない作業に限る）

ブレーカー（手持式のものを除く。）を使用する作業（作業地点
が連続的に移動する作業にあっては、１日における当該作業に係
る２地点間の最大距離が５０mを超えない作業に限る。）
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■特定建設作業の規制基準

　※基準値は、作業場所の敷地境界での値となる。

区域区分について

騒音・振動規制法による指定区域のうち、次に該当する区域

　・第１種区域

　・第２種区域

　・第３種区域

　・第４種区域のうち下記に該当するものからおよそ８０ｍの区域

　　学校、保育園、病院及び診療所（入院施設を有するもの）

　　図書館、特別養護老人ホームなど

振　動

１ 号 区 域

２ 号 区 域

１ 号 区 域

規 制 内 容 騒　音

基 準 値 ８５dB ７５dB

作業禁止時間

午後７時～午前７時

午後１０時～午前６時
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作 業 禁 止 日 日曜日その他休日

１号区域

２号区域

両 区 域

両 区 域

区域の区分

騒音・振動規制法による指定区域のうち、１号区域を除く指定区域

最大作業時間

１０時間／日を超えないこと

１４時間／日を超えないこと

最大作業期間 連続６日を超えないこと両 区 域

２ 号 区 域



悪臭規制関係

区　　分

許 容 限 度
（臭気指数）

第１種区域

第２種区域

第３種地域

指標：
算出：

　　　　　　

指標：
算出：

区　　分

許 容 限 度
（臭気指数）

第１種区域

第２種区域

第３種地域

■敷地境界線の規制基準（１号規制）

第１種区域 第２種区域 第３種区域

１０ １２ １３

主に住居地域、商業地域など、これらに相当する地域

準工業地帯など、工業又は農林漁業の用に併せて住居の用に供されている地
域

工業地域など悪臭に対して順応の見られる地域

■気体の排出口の規制基準（２号規制）

　事業場から発生する悪臭で、当該事業場の煙突など気体排出施設の排出口における規制基
準です。悪臭防止法第４条第２項第１号に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規
則（昭和47年総理府令第39号）第６条の２に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭
気指数です。

２８ ２９

（１）排出口の高さが15m以上の場合
臭気排出強度（臭気濃度×排気量）
１号規制を基に、建物の影響による拡散場の乱れを考慮した大気拡散式を用
い算出

（２）排出口の高さが15m未満の場合
臭気指数

１号規制を基に、排気口の口径、周辺最大建物の高さから基準値を算出

主に住居地域、商業地域など、これらに相当する地域

準工業地帯など、工業又は農林漁業の用に併せて住居の用に供されている地
域

工業地域など悪臭に対して順応の見られる地域
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■排出水の規制基準（３号規制）

　排出水に係る臭気指数の規制基準は、排出水が拡散している水面上1.5ｍ地点における大
気中の臭気指数が、敷地境界線の規制基準に適合するように定められました。（基準値＝１
号規制値＋１６）

第１種区域 第２種区域 第３種区域

２６



- 48 – 

■悪臭物質の説明 

特 定 悪 臭 物 質 主 要 発 生 源 に お い の 特 徴 

ア ン モ ニ ア 
畜産事業場、化製場、し尿

処理場等 
し尿のようなにおい  

メチルメルカプタン  
パルプ製造工場、化製場、

し尿処理場等 

腐ったタマネギのようなにおい 

※プロパン等の着臭物質  

硫 化 水 素 
畜産事業場、パルプ製造工

場、し尿処理場等  
腐った卵のようなにおい  

硫 化 メ チ ル 
パルプ製造工場、化製場、

し尿処理場等 
腐ったキャベツのようなにおい 

二 硫 化 メ チ ル 
パルプ製造工場、化製場、

し尿処理場等 
腐ったキャベツのようなにおい 

ト リ メ チ ル ア ミ ン 
畜産事業場、化製場、水産

缶詰製造工場等 
腐った魚のようなにおい  

ア セ ト ア ル デ ヒ ド 
化学工場、魚腸骨処理場、

タバコ製造工場等  
刺激的な青臭いにおい 

ス チ レ ン 
化学工場、FRP 製品製造工

場等 
都市ガスのようなにおい 

プ ロ ピ オ ン 酸 
脂肪酸製造工場、染色工場

等 
刺激的な酸っぱいにおい 

ノ ル マ ル 酪 酸 
畜産事業場、化製場、でん

ぷん工場等 
汗くさいにおい 

ノ ル マ ル 吉 草 酸  
畜産事業場、化製場、でん

ぷん工場等 
むれた靴下のようなにおい 

イ ソ 吉 草 酸 
畜産事業場、化製場、でん

ぷん工場等 
むれた靴下のようなにおい 

プロピオンアルデヒド  
焼付け塗装工程を有する

事業場等 

刺激的な甘酸っぱい焦げたにお

い 

ノルマルブチルアルデヒド  
焼付け塗装工程を有する

事業場等 

刺激的な甘酸っぱい焦げたにお

い 

イソブチルアルデヒド  
焼付け塗装工程を有する

事業場等 

刺激的な甘酸っぱい焦げたにお

い 

ノルマルバレルアルデヒド  
焼付け塗装工程を有する

事業場等 

むせるような甘酸っぱい焦げた

におい 

イソバレルアルデヒド  
焼付け塗装工程を有する

事業場等 

むせるような甘酸っぱい焦げた

におい 

イ ソ ブ タ ノ ー ル  
塗装工程を有する事業場

等 
刺激的な発酵したにおい 

酢 酸 エ チ ル 
塗装工程又は印刷工程を

有する事業場等 

刺激的なシンナーのようなにお

い 

メチルイソブチルケトン  
塗装工程又は印刷工程を

有する事業場等 

刺激的なシンナーのようなにお

い 

ト ル エ ン 
塗装工程又は印刷工程を

有する事業場等 
ガソリンのようなにおい 

キ シ レ ン 
塗装工程又は印刷工程を

有する事業場等 
ガソリンのようなにおい 
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